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本     庁 

地 方 機 関 

次に該当する職員は、以下により発令されたものと心得られたい。 

令和元年７月31日に次の表の第１欄に掲げる組織に置かれている職に補せられていた職員で、同表の第２欄

に掲げる公社等への派遣を命じられていた者は、それぞれ同表の第３欄に掲げる公社等への派遣を命じられた

ものとする。 

第１欄 第２欄 第３欄 

産業労働部政策労働局産業政策

課 

公益社団法人ひょうごツーリズ

ム協会 

公益社団法人ひょうご観光本部 

令和元年８月１日 

                                              兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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